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産 業 廃 棄 物 処 分 業 許 可 証

許 可番 号  第 02540028914号

滋賀県知事 二  同  月  大 tr

滋賀県東近江市五個荘小幡町68番地30

ツチダ開発株式会社
代表取締役 土田安子

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第 14条第 6項 の許可を受けた者であることを証する。
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処分業 (中間処理及び最終処分 )

事業の区分 :中間処理 [破砕 ]
産業廃棄物の種類
廃プラステック類/紙くず

場あ嘉莫i(議築雙そt蕗華藝|こ
事業の区分 :中間処理 [圧縮]
産業廃棄物の種類
廃プラスチック類/紙くず

事業の区分 :中間処理 E選汚【l]
産業廃棄物の種類
廃プラスチック類
― 卜くず (工作物
物の新築、改築又

/木くず/繊維くず/ゴムくず/金属くず/ガラスくず
改築又|ま除去に伴うて生じたものを除く。).及び陶磁器
伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不

(水銀使用製品産業廃棄物を含むc)(黙

ど`つ年とノぼ●(■と|:■ li■ いことを証明致します

F.し 、記名:1諄 (II r下

'こ

ちるもののみ有効

ッチダ菟
=i株
式会社

、コンクリ
くず/工作
要物
上 8項 目)

(以上 2項 目)

/紙くず

そ醤蒸:雷,こ
く
又
て

‐　
　
‐
淋
嬢
勝

／
＞
れ

ず

。
こ

く
く
他

属
除
の

金
を
そ

，ガ
及
ラスくず、
び陶磁器く

コンクリず/繊維くず/ゴムくず/
は除去に伴って生したもの
生じたコンクリー トの破片 に類する不要

(以上 8項 目)

ンクサー トくず (工作物の新築、改築又は除去
/工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた

石締含有産業廃棄物を含む。)(以上 4項 目)

ず/工作
物

事業の区分 :最終処分 [安定型埋立と
産業廃棄物の種類
廃プラスチック類/ゴムくず/
に伴って生じたものを除く。)
コンクリー トの破片その他これ

ガ
及
に

ラスくず、!圭
ぴ陶磁器くず
類する不要物

|(

2.事業の用に供するすべての施設

「別紙のとお り」

3.許可の条件

「なし」

4.許可の更新又は変更の状況

新規許可
更新許可
処理施設
処理施設
埋立終了
更新許可

の更
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新
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5,規貝!第 10条の 4第 7項の規定による許可証の提出の有無
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滋賀県近江人幡市長光寺町宇瓶割山951番 10
平成17年 7月 29日
廃プラステック類 35。 3t/日 、紙くず 17.lt/日 、木 くず 55.4t/日 、繊維 くず

望・ド容 遅ヽれ蒲築tt絵爾期こ洗警ぜじK乙黒 k。弓埃艦
磁器 くず 121.Ot/日 、工作物の新築、改築又は除去に伴って生 じたコンクリ
ー トの破片その他これに類する不要物 149.2t/日
平成17年 3月 30日
夕号50033手チ

許
許
可年月 日
可番号

噂饒 所 滋賀県近江人幡市長光寺町宇瓶割山951番 10
平成17年 7月 29日
木 くず 135,Ot/日
平成17年 3月 30日
傷子50034手許

設置年月 日
処理能力
許可年月 日
許可番号

破砕施設
設置場所
設置年月 日
処理能力

滋賀県近江人幡市長光寺町宇瓶割山951番 10
平成 17年 7月 29日
ガラスくず、コンクリー トくず (工作物の新築、
ものを除く。)及び陶磁器くず (廃石膏ボー ドに

改築又は除去に伴って生 じた
限る。 )19,8t/日

破砕施設
設置場所
設置年月 日
処理能力

滋賀県近江人幡市長光寺町宇瓶割山951番 10
令和4年7月 19日
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破砕施設
設置場所 滋賀県東近江市五個荘奥町字東川原38番

令和6年8月 22日
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリー トの破片その他これに
類する不要物 1,040t/日
平成13年 2月 1日
平成12年 H月 29日 政令第493号による産業廃棄物 (がれき類)破砕施設

設置年月 日
処理能力

許可年月 日
許可番号

圧縮施設
設置場所
設置年月 日

滋賀県近江人中番市長光寺町宇瓶割山951番 10
平成17年 7月 29日
廃プラスチック類 22.5t/日 、紙くず 27.Ot/日処理能力

選別施設
設置場所
設置年月 日
処理能力

滋賀県近江人幡市長光寺町字瓶割山951番 10
平成 17年 7月 29日
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コンクリー トの破片その他これに類する不要物)104.Ot/日

最終処分施設 (安定型 )
設置場所  :滋賀県東近江市五個荘奥町字東川原38番、75番 1、 76番
設置年月日 :平成6年 6月 30日
埋立面積  :5,213ポ
埋立容積  :20,860ポ
許可年月日 :平成5年 2月 8日
許可番号  :第 10002号

′


